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※

同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く）を有する方で、その同一生計配偶者
が障害者、特別障害者または同居特別障害者に該当する場合は、同一生計配偶
者の氏名及び同一生計配偶者であることを記載してください。

❹生命保険料の金額の
　 内訳

前職分の給与を合算して年末調整を行った場合は、前職分に係る｢支払者名｣｢支
払者の所在地｣｢退職日｣｢支払金額｣｢社会保険料の金額｣｢源泉徴収税額｣を記載して
ください（※記載がない場合は前職分を含んでいないと判断します）。

普通徴収とする場合は｢普通徴収切替理由書｣の『普Ａ』～『普Ｆ』のうち、該当する符
号を必ず記載してください。

➏配偶者の合計所得

➎（源泉・特別）控除対象
　　配偶者

➐-1

控除対象配偶者又は配偶者特別控除の対象となる配偶者の｢氏名｣｢フリガナ（フ
ルネーム）｣｢個人番号｣を記載してください。
控除対象配偶者が非居住者の場合は｢区分｣欄に『○』をつけてください。

各欄の対象となる方の｢氏名｣｢フリガナ（フルネーム）｣｢個人番号｣を記載
してください。扶養親族が非居住者の場合は｢区分｣欄に『○』をつけてく
ださい。

収入金額ではなく、合計所得金額を記載してください。

➐控除対象扶養親族・
　 16歳未満の扶養親族

➑受給者生年月日 ｢元号｣は漢字（昭和、平成など）で記載してください。

各欄には控除額ではなく、支払額を記載してください。

給与支払報告書（個人別明細書）の記載上の留意点

◆ ｢個人番号｣欄には数字以外の文字、記号は記載しないでください。マスキングも不要です。

必ず｢給与支払報告書（個人別明細書）｣様式を使用してください。個人番号（マイナンバー）の欄に違い
があるため、｢源泉徴収票｣様式は使用しないでください。

◆ この記載上の留意点は個人住民税への影響が大きく記載漏れや誤りが多い部分のみ取り上げています。
記載方法に関する詳細は、国税庁作成の｢令和５年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手
引｣を参照してください。

5人目以降は、｢氏名｣｢フリガナ（フルネーム）｣を｢摘要｣欄（❸）に、｢個人番号｣
を➐-2に記載してください。非居住者の場合は氏名の後に『（非居住者）』と記
載してください。

所得税額から差し引いた控除額（最大で所得税額と同額）を記載し、｢源泉
徴収税額｣欄には控除額を差し引いた後の税額を記載してください。

提出期限：令和６年1月31日（水）

事務処理上、令和６年１月24日（水）までの提出にご協力をお願いします。

給与支払報告書の提出枚数は【各１枚】です。

➊支払を受ける者
令和６年1月1日の住所または退職時点の住所を記載してください。横須賀市へ
提出するのは住所が横須賀市の方のみです。｢氏名｣は住民登録どおり、｢フリガ
ナ｣はフルネームを記載してください。

❸摘要

➋-1

➋-2 ｢給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書｣に記載された｢住宅借入金等特
別控除額｣が➋-1欄の額よりも多い（年末調整で控除しきれない控除額があ
る）場合は、｢住宅借入金等特別控除可能額｣欄も記載してください。
また、「住宅借入金等特別控除区分」には適用を受けている区分がある場
合にご記入ください。詳細は、国税庁作成の｢令和５年分給与所得の源泉徴
収票等の法定調書の作成と提出の手引｣を参照してください。

➋住宅借入金等特別
　 控除の額がある場合

◆ 年の途中に退職された方（短期雇用者等も含む）も給与支払報告書の提出対象者です。
退職者への給与支払額が30万円以下の場合、給与支払報告書の提出を省略できますが、課税の公平性の確
保のため提出にご協力をお願いします。

◆

➏

➑

➋-1

❸

❹

➊

事務処理欄です。何も記載しないでください。

➐-2

⑥

（
市
区
町
村
提
出
用

）
（摘要）に前職分の加算額、支払者等を記入してください。

➎
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➐-1
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事業者の皆様へ 

 

神 奈 川 県  

横 須 賀 市  

 

 

個人住民税の特別徴収制度について 

 

 日頃から、神奈川県及び市町村の税務行政につきましては、ご理解、ご

協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 個人住民税につきましては、地方税法の規定により、所得税の源泉徴収

義務のある事業者は、特別徴収義務者として、給与支払の際に個人住民税

の特別徴収（従業員の給与から差し引いて市町村へ納入する）をしなけれ

ばならないとされています。 

 県及び県内すべての市町村では、法令の適正運用や納税者の利便性向上

などの観点から、平成 28年度以降の個人住民税については、要件を満たす 

すべての事業者に特別徴収を実施していただいております。 

ただし、法令の規定によるもののほか、「神奈川県統一基準」（右表参照）

に該当する場合は、当面の間、申請により普通徴収を認めることとしてい

ます。 

事業者の皆様におかれましては、今後も引き続きご協力くださいますよ

うよろしくお願いいたします。 

また、「神奈川県統一基準」により当面、普通徴収が認められる事業者に

おかれましても、特別徴収の実施についてご検討くださいますようお願い

いたします。 

 

【お問い合わせ先】 

 横須賀市 税務部市民税課 個人市民税係 

 電話：046-822-8191・8192(直通) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ご注意ください 

 横須賀市では、皆様からご提出いただく給与支払報告書に所定の「普通

徴収切替理由書」の添付がなく、「普通徴収希望」のみの記入しかないなど、

法令の規定や「神奈川県統一基準」に該当するかどうか判断できない方に

ついては、特別徴収対象者として指定させていただきます。 
 

神奈川県統一基準 

 １ 当面、普通徴収を認める従業員の方の基準 ※【 】内は切替理由符号 

 (1)【普Ｂ】他の事業所で、特別徴収を行っている方（例：乙欄適用者） 

 (2)【普Ｃ】給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方 

       （例：年間の給与支給額が 100 万円以下） 

 (3)【普Ｄ】給与の支払が不定期な方 

（例：給与の支払が毎月でない） 

  (4)【普Ｅ】個人事業主の事業専従者で、専従者給与を受けている方 

  (5)【普Ｆ】退職又は退職予定の方（5月末日まで）及び休職中の方 

 

 ２ 当面、特別徴収しないことを認める事業者の方の基準 

  (1)【普Ａ】特別徴収すべき従業員の方（上記１に該当する者を除く）が     

2 人以下 

  (2) 電算システム改修等のため、直ちに特別徴収することが困難 

※予め「特別徴収実施困難理由届出書」の提出が必要です。 

詳しくは左記お問い合わせ先へご連絡ください。 


